
 

  今日から３学期が始まります。1 年間のまとめの時期となりました。引き続き、学校と家庭との連携、協力

を今後もよろしくお願いします。 

 

３学期を迎えて  （校長講話から）                      校長 出居正之 
 今日は、新年にあたって、鎌倉時代の随筆「徒然草」の一節を紹介します。２，３年生は国語の授業でも勉強し

たことと思います。第19段（ひとまとまりを段と呼んでいました）に「折節の移り変わるこそ、ものごとにあはれ

なれ」、季節が変化することが面白いといった意味の文で始まります。紹介するのは、最後のほうにある一文です。 

 「かくて明け行く空のけしき、昨日に変りたりとみえねど、ひきかへめずらしき心地ぞする」 

 この段では、4 つの季節ごとにそれぞれ作者が素敵だと思っている出来事を上げて説明しています。今紹介した

部分の前には冬の景色が述べられています。この文の意味は、「夜が明けていく元旦の初日の出の空の景色は、昨日

の日の出と変わりがないはずだが、新年を迎えて、素晴らしく新鮮な感じに見える」というものです。新しい年を

迎えて、今年はこんな年に、こんな自分に…と考えることで、当たり前の景色も違ったものに見えてくるというこ

とでしょう。 

 皆さんは、新年を迎えて、どんな気持ちをもちましたか。 

 3年生は、9年間の義務教育の終了まで実質あと2か月。１，２年生は、それぞれ２，３年生への進級まであと3

か月です。皆さんには、新年を迎え、もう一度自分で自分を見つめて、成長のためにどんな1年にしたいか考えて

ほしいと思っています。 

  

 最後に、皆さんに見てもらいたいものがあります。 

 これは、昨年末移籍で話題になった大谷翔平選手が、高校１年の時につくった曼荼羅といわれる目標設定のシー

トです。 

 高校１年の時の大谷選手の目標が「８球団からドラフト１位」だったことがわかります。そして、目標を細かく

具体的にしていきます。体づくり、コントロールなどと並んで、メンタル、人間性、運など努力のポイントを具体

的に考えています。メンタルでは、頭は冷静に心は熱く、人間性では、愛される人間、運では、審判さんへの態度、

挨拶、道具を大切に使うなど、野球の技術だけでなく、日常の生活から自分を作っていこうと考えていることがわ

かります。 

 2学期の終業式でサッカーの話をしたことを覚えていま

すか。ボールを持っていないほとんどの時間に何を考え、

何を予想して走っているかが、試合で活躍できる選手に必

要な条件だということでした。今のこの時間もそうです。

皆さんは、座ってこちらを見ていますが、何を考えている

かは見えません。それがわかるのは皆さん自身ですし、皆

さんが何を考えるかを決めているのも皆さん自身です。 

 ぜひ、皆さん一人一人が、自分の頭で考え行動しながら、

成長できる１年にしていきましょう。 

                                        裏面あり 

 [ 教 育 目 標 ] 

心豊かな生徒 

自ら学ぶ生徒 

健康でたくましい生徒 
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後期学校評価へのご協力ありがとうございました。 
２学期末にお願いしました後期学校評価については、４００名（全校生徒の約６５％）の保護

者の皆様にご提出いただきました。お忙しい中、南陵中の子供たちのためにご意見をいただけた

ことに感謝いたします。昨年度から提出の利便性を考え、提出方法を変えていますが、昨年より

多くの方のご意見を頂けました。今後とも、ご協力をお願いいたします。結果につきましては、

あらためてお知らせします。 

  

温かいお気持ちありがとうございます 
 今年も、地域の方から、コロナ禍の中で受験にむけて頑張

る３年生のために、ということで、手作りの合格祈願のお守

りをいただき３年生に配りました。しおりとしても使え、ひ

とつひとつ丁寧につくっていただいたものです。地域の方

の子供たちへの愛情を実感しました。 

 

いじめ撲滅のために 
   昨年１１月には、保護者の皆様にもアンケートを通じて、

いじめをしない、許さない生徒の育成にご協力いただきありがとうございました。３４９名の保

護者に提出いただきました。 

   さて、２学期間における本校のいじめの認知件数は７０件でした。いじめ防止対策推進法のい

じめの定義では、「（略）当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」

とあります。いじめとされる行為を行った生徒に「いじめ」の認識がなくても、また、それが過

失や善意に基づく行動であっても、当該生徒が心身の苦痛を感じたら法的には「いじめ」に該当

します。 

   このように、法で定められた「いじめ」の範囲はとても広いものです。本校のケースでは、度

重なる暴力や金品等を奪うなど犯罪となるような事案は把握していませんが、相手の立場や状況

をそうぞうできずに、悪口（ＳＮＳによるものも含む）や一時の感情の高ぶりによる乱暴な言動

などが多く見られます。学校教育の場面では、生徒が日常的な接触、衝突を繰り返しながら、関

係性の構築方法、言い換えるならば、他者との距離感を身につけていく場でもあります。 

ご家庭からも、「よく話を聴きつつ、いろんな考え方や行動などを認め合えたらいいねと話して

いこうと思います」「教師の、～あるべき、という概念の見直しが必要」など貴重なご意見をいた

だきました。一方、ご家庭でいじめについて親子で話したことがない、いじめ防止基本方針を見

たことがないご家庭もあることがわかりました。いじめに関して、保護者の役割は大きく３つあ

ると言われています。一つ目は、子供にいじめをしてはいけないことを教えていくこと。二つ目

は、子供がいじめを受けた場合、適切にいじめから保護すること。三つ目は、いじめ防止のため、

学校と協力して取り組んでいくことです。 

学校では、引き続き、ご家庭と連携しながら、どの生徒も安全・安心に過ごせる学校をめざし

ます。 

 
埼玉県学力・学習状況調査の結果について 

 昨年実施された埼玉県学力・学習状況調査の学年別の結果を

Tetoruにてお送りします。学年ごとの学力検査の結果、「「規律あ

る態度（生活に関する質問紙調査）」をご覧ください。 

新生徒会本部役員による活動のスローガンです。自

主的。自治的な活動を期待しています。 

 


